
３
月
７
日
、
全
国
学
童

保
育
部
会
は
、
厚
生
労
働

省
交
渉
を
行
い
ま
し
た
。

処
遇
改
善
事
業
を
予
算

化
し
て
い
て
も
、
そ
の
分

を
学
童
保
育
所
の
補
助
金

の
増
額
に
使

っ
て
い
な
い
、

つ
ま
り
指
導
員
の
待
遇
改

善
に
な
っ
て
い
な
い
、
と

い
う
お
か
し
な
実
態
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。

群
馬
支
部
は
、
桐
生
市

が
処
遇
改
善
事
業
を
受
け

て
い
な
が
ら
、
自
治
体
財

政
の
赤
字
補
て
ん
に
使
い
、

学
童
保
育
所
の
補
助
金
は

従
来
の
ま
ま
、
と
い
う
実

態
を
発
言
。

愛
知
県
春
日
井
市
で
も

同
様
の
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ

ま
す
。

こ
こ
数
年
の
交
渉
で
も
、

私
た
ち
か
ら
処
遇
改
善
事

業
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て

い
な
い
問
題
を
取
り
上
げ

て
き
ま
し
た
が
、
い
ま
だ

に
こ
う
し
た
実
態
が
あ
る

こ
と
に
、
厚
生
労
働
省
か

ら
文
書
通
知
な
ど
で
、
指

導
員
の
賃
金
改
善
に
つ
な

げ
る
よ
う
に
要
請
し
ま
し

た
。

ま
た
、
来
年
度
予
算
要

求
さ
れ
て
い
る
、

「
キ
ャ

リ
ア
ア
ッ
プ
処
遇
改
善
事

業
」
の
内
容
、

「
障
害
児

受
け
入
れ
推
進
事
業
」
の

拡
充
内
容
に
つ
い
て
、
質

問
し
て
き
ま
し
た
。

＊
交
渉
で
来
年
度
予
算

案
に
つ
い
て
、
今
の
と
こ

ろ
分
か
っ
た
内
容
は
左
表

参
照
。

今
後
の
学
童
保
育
所
の

姿
と
し
て
、
指
導
員
の
待

遇
改
善
の
た
め
の
予
算
増

額
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

施
設
長
や
事
務
職
員
、
調

理
員
な
ど
事
業
所
と
し
て

体
を
成
す
た
め
の
必
要
な

職
員
配
置
の
検
討
を
課
題

に
す
る
よ
う
に
話
を
し
ま

し
た
。

8
日
の
国
会
議
員

要
請
は
、
部
会
の
仲

間
31
人
で
厚
生
労
働

委
員
の
議
員
を
中
心

に
、
要
請
を
行
い
ま

し
た
。

所
沢
支
部
は
、
独

自
に
地
元
国
会
議
員

に
手
紙

を
書
き
、
当

日
直
接
議
員

と
話
を
す
る

時
間
を
確
保

し
、
ま
し
た
。

所
沢
市
の

指
定
管
理
者

制
度
を
め
ぐ

る
問
題
で
、

従
来
か
ら
実

施
し
て
い
る

学
童
保
育
所

の
存
続
や
指

導
員
の
雇
用

不
安
の
問
題

を
直
接
ぶ
つ
け
て

い
き
ま
し
た
。

実
態
を
聞
い
た
議
員
か

ら
は
、

「
（
や
り
方
が
）

ひ
ど
い
。
国
会
で
も
取
り

上
げ
て
い
き
た
い
」
と
反

応
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
ほ
か
の
グ
ル
ー
プ

で
は

「
地
元
で
も
学
童
保

育
の
要
請
は
受
け
て
い
る
。

超
党
派
で
、
議
員
に
関
心

が
広
が

っ
て
い
る
。
」
と

い
っ
た
反
応
が
あ
り
ま
し

た
。

＝私たちの活動 ４つの柱＝

＊制度化と指導員の身分保障

＊専門性と仕事の確立

＊父母と共に学童保育運動の発展

＊全国の指導員との団結と連帯

建交労全国学童保育部会

ニュース学童保育

2017.３月臨時号．

ＮＯ.１２

全日本建設交運一般労働組合

全国学童保育部会 発行

編集：事務局

手ごたえのあった議員要請でした。

キャリアアップ処遇改善事業
ⅰ）12.4万円/年 放課後児童支援員

ⅱ）24.8万円/年 概ね経験年数５年以上の放

課後児童支援員で、一定の研修を受講した

もの

ⅲ）37.2万円/年 概ね経験年数10年以上の放

課後児童支援員で、一定の研修を受講した

事務所長的立場にあるもの

＊開所時間の要件はない。

＊常勤職員・非常勤職員の別は問わない。

＊平成２８年度の賃金と比較して改善された

金額が対象。

＊このキャリアアップ処遇改善事業と、現行

の「処遇改善事業」と両方実施することが

できる。ただし、現行の「処遇改善事業」

を満額取ったうえで、超過する分をキャリ

アップ処遇改善で執行する。

＊「一定の研修」とは、県や市町村が実施す
る研修が想定されている。

＊経験年数は、過去に勤務していた年数を合

算できる。

〇 障害児受け入れ強化推進事業
医療的ケア児がいる場合、専門職員（看護師
等）の配置384.7万円（これを限度額とし、

雇用した方の人件費を補助する）。


